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更正の理由附記／大阪高裁
判決と国税局情報

【他会異動】
日 登録番号 氏 名 支 部 所属会
２ ８４６７９ 菅原 茂夫 神 田 東京地方会へ
２ ８８０９１ 今西 浩之 芝 東 海 会 へ
３ ８９５４６ 坂元 緑 新 宿 関東信越会へ
４ １１６４５７ 佐藤 寿聡 浅 草 東京地方会へ
６ １０３４０９ 永塚 隆 麹 町 関東信越会へ
９ ８４９１９ 中山 寅男 世田谷 近 畿 会 へ
１１ １１１３４５ 吉野 利明 新 宿 東京地方会へ
１２ １２３５６５ 西山 宏 町 田 東京地方会へ
１５ １１５９３９ 橋本 信夫 町 田 東京地方会へ
１７ ８８３４４ 中澤 隆 麻 布 関東信越会へ
１８ ９５２２８ 山田 毅志 麹 町 東京地方会へ
１８ ７９９５９ 平野 毅 四 谷 関東信越会へ
３０ １２４２４８ 松 裕子 麹 町 千葉県会へ
３０ １１６２１４ 永島 英幸 神 田 東京地方会へ
３０ ７７２４９ 山下 文祥 日本橋 千葉県会へ
３０ １２３８７１ 東平 尚之 日本橋 近 畿 会 へ
３０ ７１２４８ 永塚 幸年 四 谷 関東信越会へ
３０ ９７４７６ 守屋 直之 品 川 関東信越会へ

【死去】
登録番号 氏 名 支 部 月 日
９９２７６ 安藤 芳明 武蔵府中 ２５年１２月１３日
３５８９７ 市橋 恭子 小 石 川 ２６年５月１１日
３２２８５ 岩!東四郎 東 村 山 ５月２９日
６９７８４ 石井 豊 新 宿 ５月３０日

１０５２３ 森田松太郎 日 本 橋 ５月３１日
６３４６７ 宇留野喜明 足 立 ６月２日
６４２７９ 都関 千尋 渋 谷 ６月１０日
２４８３７ 饗場 節夫 北 沢 ６月１７日
１２７０７ 吉田 三郎 東 村 山 ６月１９日

入 会 法 人 （６月届出分）

法人番号 法人の名称
１４０２－１ 税理士法人アクア 品川事務所

品川区北品川１丁目１番１５号
北品川２１ビル２F

１５３１－２ 税理士法人菊之井会計事務所 東京事務所
港区虎ノ門４丁目１番２１号
葺手第二ビル３F

３１１８ 税理士法人多田
板橋区成増１丁目２９番７号
タイムズコーポ成増３０６

１０７３－２ 立川税理士法人 大澤事務所
立川市柴崎町３丁目５番１５号
OSBLDG６０２号

３１２０ 京橋税理士法人
中央区京橋１丁目１４番４号
京橋TSビル

３１１９ 税理士法人けやき
渋谷区上原１丁目１番１７号
サウス・エヌワイビル３０１

３１２１ 税理士法人リーガル東京池袋税務事務所
豊島区南池袋２丁目２７番１７号
いちご南池袋ビル７階

１５５４－１ 税理士法人Dream２４ 品川・大森事務所
品川区南大井６丁目１７番１６号
パークウインビル２０２

３１２８ 税理士法人五反田会計
品川区東五反田１丁目１０番９号
STビル５階

退 会 法 人 （６月届出分）

法人番号 法人の名称 支 部 月 日
１０８５－２ 税理士法人さくら税務 立 川 ５月３０日

立川支店
１９００ 税理士法人藤井会計 大 森 ６月２日

はじめに

TAINSには、日々、最新の情報が
収録されており、希望する会員には、
毎週送信されているメールニュースに
毎回、最新の判決や裁決がコンパクト
に紹介されています。
このメールニュースは、TAINSに

ログインする前のトップページに、バ
ックナンバーも含め、常時、掲示され
ていますので、TAINS会員でなくて
も、だれでも読むことができます。
今回は、判決や裁決だけでなく、情

報公開法に基づいて開示された内部研
修資料や最新収録情報を、一瞬のうち
に取り出せる便利な検索方法をお知ら
せしましょう。

Ⅰ．便利なキーワード

「☆2014年06月収録分」
ログインしたら、まず、画面左下の

TAINSキーワード詳細検索を選び、
検索窓に、「☆2014年06月収録分」
と入力します。注意点は
①「６月」ではなく、「06月」とゼロ
を加えること、

②数字も含めて全て全角で入力するこ
と、

の２点です。
このキーワードを使えば、特定の

月、例えば、本年６月中にデータベー
スに収録された全ての情報１６７件を知
ることができます。
同様に「☆2014年05月収録分」

というキーワードを使えば、１５４件の
最新情報が表示されます。
この便利なキーワードは、いつから

使えるようになったのでしょうか。実
は、昨年の１１月からなのです。
では、今年になってからデータベー

スに収録された全ての情報を検索する
には、どのように検索すれば正解とな
るでしょうか。
回答は本文の末尾をご覧ください。

Ⅱ．実務に役立つキーワード

TAINSは、実務家である税理士が、
税理士のために、税理士の手によっ
て、作り上げ、維持してきた税法に特
化したデータベースですから、税理士
の実務に役立つと思われる次のような
キーワードも、付されています。
逆転判決 ……………………→１０４件
情報公開 …………………→５，８８４件
納税者勝訴 ………………→１，０４３件
非公開裁決 ………………→１，２５３件
補佐人税理士 ………………→６０９件
例えば、「逆転判決」で平成２６年に言

い渡された事件を検索するには、下記
のとおり入力します。「＊」は半角で入
力します。機能制御文字ですから検索
機能はありません。
逆転判決 Ｈ26－＊ …→ ０件
平成２６年については、ゼロ件という

ことが判ります。では２５年は？
逆転判決 Ｈ25－＊ …→ ２件
この２件は、次の事件です。

【地方税】 Ｚ999－8316

①最高裁判所第一小法廷平成２２年

（行ヒ）第２４２号神奈川県臨時特

例企業税通知処分取消等請求事件

（破棄自判）（確定）（納税者勝訴）

平成２５年３月２１日判決【法定外普

通税／臨時特例企業税条例の違法

性・無効性】

【法人税】 Ｚ888－1755

②大阪高等裁判所平成２４年（行

コ）第３２号賦課決定処分取消等請

求控訴事件（原判決取消し）（全部

取消し）（確定）（納税者勝訴）国側

当事者・国（処分行政庁 東大阪

税務署長）平成２５年１月１８日判決

【更正の理由附記／理由附記に不

備があり違法と判断】

神奈川県臨時特例企業税の逆転判決
については、関連雑誌目次にも２２件の
情報が集積されています。

Ⅲ．更正の理由附記について

青色申告者に対して更正をする場合
には、その者の帳簿書類を調査し、そ
の調査により所得金額等の計算に誤り
があると認められる場合に限り、これ
をすることができる、と定められてい
ます（所法１５５①、法法１３０①）。
また、この場合には、その更正に係
る更正通知書にその更正の理由を附記
しなければならない、と定められてい
ます（所法１５５②、法法１３０②）。
大阪高裁は、次のとおり判示してい
ます。
「処分行政庁は、本件各更正処分を
した理由として、①本件各事業がいず
れも法人税法施行令５条１項１０号に規
定する「請負業（事務処理の委託を受
ける業に含む。）」に該当するものであ
り、②また、控訴人が受領する対価が
事務処理のために必要な費用を超えな
いこと等について法令の規定が存在し
ないため、本件各事業は、法人税法施
行規則４条の３が定める要件（実費弁
償原則）を満たさず、③さらに、本件
各事業の契約書等をみても、実費弁償
により行われる旨の規定が存在せず、
剰余金を原資として借入金を返済して
も、それが実費弁償に当たるものでは
ないうえ、本件各事業について処分行
政庁の事前確認も得ていないので、本
件各事業は、実費弁償通達が定める実
体要件及び手続要件の双方を満たすも
のではない旨判断したことが認められ
る。
ところが、本件各付記理由には、法
人税法施行令５条１項１０号、同施行規
則４条の３、実費弁償通達の各規定
や、その適用関係についての判断過程
の記載が一切ないことから、本件各付
記理由の記載自体からは、処分行政庁
が本件各更正処分をするに当たり、そ
うした法令等の適用関係やその判断過
程を経ていることを検証することがで
きない。」

Ⅳ．課税処分に当たっての留意点

前記平成２５年１月１８日大阪高裁判決
の後、大阪国税局法人課税課は平成２５
年４月、「課税処分に当たっての留意
点」という「情報」を発遣しています。
検索方法は下記のとおりです。
課税処分 留意点…→ １件
内容は、次の３項目から成ってお

り、②の「理由附記作成のポイント」
は、前記大阪高裁判決を踏まえて発遣
されたものと考えられます。
① 争点整理表作成のポイント
② 理由附記作成のポイント
③ 留意事項
理由附記作成のポイントとしては、

★処分の理由附記における留意事項等
については、
①処分の理由附記の趣旨
②理由附記の程度
③理由附記における具体的留意点

★記載例に基づく留意事項等については、
①重加算税賦課に係る理由書
②更正を行う場合の理由書
③決定を行う場合の理由書
④処理の態様別通知書・理由書モデ
ル
⑤納税義務者・処分別の使用様式

という構成になっています。
「処分の理由附記における留意事項
等」の中では「理由附記を欠く処分は
無効となり、理由附記が不十分な処分
は取消原因たる瑕疵を有する処分とな
る」とその程度が示されています。

おわりに

国税通則法改正後に理由附記につい
て逆転、納税者勝訴となった大阪高裁
判決の持つ重い意味を実務家である私
たちはしっかりと受け止めなければな
らないと考えます。

収録内容に関するお問合せは、

データベース編集室へ

０３－５４９６－１４１６

【回答】☆2014年＊

（左面より続く）

東京税理士会会員状況
・税理士会員 ・法人会員
５月末会員数 ２１，３４３名 １，１３０事務所

入会数 ８６名 ９事務所
退会数 ５７名 ２事務所

６月末会員数 ２１，３７２名 １，１３７事務所

入会・退会情報については、会員等に周知することによ
り、にせ税理士・にせ税理士法人を排除する目的で会報に
掲載しています。
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